
■認証・登録のしくみ 
　 有識者や経済団体、行政など、「みちのくEMS」の推進に賛同する会員により構成される「みちのく環境管理規格認証機構」が、
　 規格の維持管理を行っています。認証登録は、判定委員会及び事務局が行う第三者認証です。
●運営委員
　 有識者：（一社）仙台建設業協会・仙台商工会議所・（一社）東北経済連合会・ （一社）みやぎ工業会
　　　　  　（一社）宮城県産業廃棄物協会・宮城県中小企業団体中央会・宮城県・仙台市・NPO 法人環境会議所東北

　国際規格ＩＳＯ14001 を基本として、中小規模の事業者や環境問題
に関心のある組織が無理なく、身の丈にあったシステム構築ができる
ように開発した取り組みやすい地域版環境マネジメントシステムです。
　環境マネジメントシステムと環境関連のノウハウを有する専門家の
サポートを受けながら、事業に沿った環境方針や目標を自ら設定し、
これらの達成に取り組んでいくことで、システムが構築できます。ＩＳＯ

１４００１と同じように環境マネジメントシステムの基本マニュアルやプ
ロセスを標準化し、文書作成や管理の負担が大きく削減できます。
　ムリ・ムダ・ムラをなくす環境管理体系（ＰＤＣＡ）は、経営管理
に応用でき本来の業務の改善活動につながります。また、低コストで
マネジメントシステムの構築が可能です。

NPO法人環境会議所東北







Q1. みちのく EMS に取り組みたいのですが、何から始
めればよいのでしょうか？

A. みちのくEMSの概要を説明する無料の説明会にきてく
ださい。詳しい日程などは、みちのくEMSのホームペー
ジの「セミナー情報」をご覧ください。説明会への参
加が難しい場合は、事務局において、個別に説明を行
いますので、お問合せください。

Q2. みちのくEMSの登録有効期間はどれくらいですか？
A. 登録期間は、3年です。登録を継続する場合は、中間

の 1年目・2年目は定期サーベイランス（維持審査）
を受けていただき、3年目に更新審査を行います。　

みちのくEMS審査・登録におけるQ&A
Q3. 審査・登録にかかる費用はどれくらいですか？

A.別紙の料金表をご覧下さい。

Q4. 評価（コンサルタント）・登録審査は同じ組織（み
ちのく環境管理規格認証機構）が行うのですか？
A. コンサルタントも審査もみちのく環境管理規格認証登録
機構が行いますが、コンサルタントと審査は別の審査員
が行います。なお、みちのくEMS審査員は、ISO審査
員の有資格者などの専門家で、２ヶ月毎のみちのくEMS
審査員研修会受講が義務付けされています。


